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勤務環境改善医師派遣等推進事業について 

令和７年９月４日 

広島県医療介護基盤課 

１　目的  

長時間労働の多い県内の医療機関に対して、大学病院から新たに医師を派遣

する際に、医師を派遣しなければ派遣元病院が本来得られた利益（逸失利益）

相当額を助成することで、大学病院からの医師派遣を促し、県内医療機関の 

労働時間縮減を図る。 

 

２　制度概要  

（1）補助基準額（上限額） 

１，２５０千円／月×派遣人数 

 

（2）補助対象経費 

新たに医師を派遣したことにより失われる利益（逸失利益） 

 

 

 

 

 

 

 

（3）補助対象の考え方 

ア　対象の派遣先 

　特定労務管理対象機関（Ｂ水準：高度救急医療施設等　2035 年度末まで

に解消）の指定を受けた医療機関 

イ　対象の診療科 

アのうち、時間外・休日労働時間が 960 時間を超える医師が在籍する 

診療科 

ウ　対象の医師 

新たに追加で派遣した医師数（令和６年度からの増加分） 

 

（4）年間執行見込額（上限額） 

６３，７５０千円（常勤医師４.２５名分） 

 

【算出方法】  

（医師１人が１ヶ月にあげる利益※）×（派遣人数(常勤換算)）×（派遣月数） 

※医師１人が１ヶ月にあげる利益 

年間診療収益(入院・外来) － 年間経費（医療職の人件費＋材料費＋その他の経費） 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 

医師数（常勤＋非常勤）

×1/12



資料４

３　派遣医師数の状況 

　※1　２(3)イに該当する診療科 

　※2　広島赤十字・原爆病院の血液内科については、R7.7.1 からの追加派遣で 

あるため、年間に換算すると、0.75 人の増となる。 

 
派遣先医療機関 派遣先診療科※1

Ｒ６年度 

（①）

Ｒ７.４ 

（②）

Ｒ７.７～ 

（③）

差　引 

（①と③を比較）

 広島市民病院 内科 ４ ５ ５ ＋１

 外科 ５ ４ ４ ▲１

 心臓血管外科 ２ ２ ２ －

 脳神経外科・脳血管内治療科 １.５ ２ ２ ＋０.５

 放射線治療科 ２ ２ ２ －

 放射線診断科 ７ ８ ８ ＋１

 麻酔科 ０ ０ ０ －

 広島赤十字・原爆

病院

血液内科 ５ ５ ６ ＋０.７５※2

 循環器内科 ６ ６ ６ －

 広島市立北部医療

センター安佐市民

病院

心臓血管外科 ４ ４ ４ －

 循環器内科 １１ １１ １１ －

 消化器内科 １２ １４ １４ ＋２

 ＪＡ尾道総合病院 脳神経外科 ３ ３ ３ －

 
合　　　　計 ６２.５ ６６ ６７ +４.２５


